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明 職 第 ７ ４ 号 

2024 年(令和 6 年)11 月 14 日 

 

 

［明石市労働組合連合会への回答］  

 

 

 

 

 

年末一時金及び２０２４年度賃金改善等 

に関する要求について（最終回答）  

 

 

みだしのことについて、次のとおり回答します。  

 

１ 期末勤勉手当については、本年の人事院勧告を踏まえ、一般職にあって

は、０．１０月相当額を引き上げる考えです。 

  ただし、本年の給与改定の前提となる国家公務員の給与改定については、

通常１２月の期末勤勉手当の支給前に行われる国家公務員法の改正の見

通しが立っていない状況です。 

  このため、本市における給与改定の時期及び方法については、今後の国

の取扱いに準じて決定する考えであり、協議すべき事項は協議していく考

えです。 

なお、現行の条例・規則等に基づく期末勤勉手当は、１２月１０日に支

給します。 

 

２ 給料月額については、本年の人事院勧告どおり引き上げる考えです。 

  ただし、期末勤勉手当と同様の事情により、本市における給与改定の時

期及び方法については、今後の国の取扱いに準じて決定する考えであり、

協議すべき事項は協議していく考えです。 

 

３ 地域手当及び扶養手当については、本年の人事院勧告どおり改正する考

えです。 

 

４ 任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員に対する人事院勧告を踏

まえた給与改定の適用時期については、本年度より、期末勤勉手当を支給

する職員を対象に、正規職員に準じた取扱いに改め、当該年度に遡及して

適用する考えです。 
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５ 再任用職員２級に適用している給料月額については、現在、フルタイム

勤務の場合、１月あたり５，０００円を加算しているところですが、   

２０２５年１月から、さらに５，０００円（合計１０，０００円）を加算

する措置を、本市における人事院勧告を踏まえた給与改定と合わせて実施

する考えです。 

  なお、期末勤勉手当と同様の事情により、条例改正が１月以降となった

場合、当該加算分については、条例改正後に遡及して支給する考えです。 

また、再任用職員の給与水準については、今後も、財源の問題や、近隣

他都市との均衡等も考慮しながら、引き続き、検討していく考えです。 

 


